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(資料例) セカンドワーク自治会  会員規則 

 

第１条 （目的） 

この規則は、セカンドワーク自治会（以下 SWA）の会員（正会員・一般会員・賛助会員）

が SWA の運営および諸事業に対して有する権利および義務の詳細を明確にするために設け

る。 

  

 

第２条 （会員の責務） 

SWA の会員は、SWA の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面での支えとな

るとともに、その活動を通じて地域社会の活性化と発展に貢献する。 

２． 会員が顧客との契約にかかわる事業活動に従事する場合には、契約内容を遵守しな

ければならない。 

３． 会員は、SWA の活動を通じて保有している資産、及び個人情報の重要性を認識し、

法令の定めるところに従い、適切に取得・利用・管理しなければならない。 

 

 

第３条 （役割） 

会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。 

（１） 正会員は総会への出席 

（２） 事業活動への参加 

 

 

第４条 （会員の範囲と会費納入の義務） 

SWA の会員は、定款第６条に定める種別の通りとし、定款第８条の規定により、本規則第

８条の会費を納入しなければならない。 

 

 

第５条 （入会） 

会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものと

する。 

２． 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しな

いことがある。 

（１） 過去に SWA の定款・規則違反等で除名処分を受けたことがある場合 

（２） 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載がある場合 

（３） 特定非営利活動法人法に定められている事項にそぐわない場合 

３． 入会日は、理事長が入会申込を受理し、入会を承認し、初回の会費の納入が完了した

た日とする。 

 

 

第６条 （会員の資格） 

会員の資格は、所定の手続きが完了し、初回の会費の納入が完了した時から生じるものと

する。 
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第７条 （会員の権利） 

会員は、SWA の定例会、勉強会、セミナーに参加することができる。 

２．  正会員は、Web 等の制作資産を使用することができる。ただし、組み込まれている 

有償ソフトは、使用者がライセンス契約を締結するものとする。 

３． 正会員・一般会員は、SWA の教育資産を使用することができる。使用する際、SWA の

著作権表示がある場合はこれを削除してはならない。 

４． SWA の事業活動によって作成された資産は、SWA が知的財産権を保有する。 

 

種別 
総会 

議決権 

ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 

Web 掲載 

名刺 

ﾒﾙｱﾄﾞ 

勉強会 

参加※2 

ｾﾐﾅｰ 

参加※2 

制作資産 

利用 

教育資産 

利用 

正会員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

一般会員 × × × ○ ○ × ○ 

非会員 × × × お試し ○ × × 

※1 賛助会員の権利は別途定める。 

      ※2 別途定める参加費を支払う。 

 

第８条 （年会費） 

定款第８条による会費は、次の通りとする 

（１） 入会金：  正会員    ３，０００円 

一般会員  １，０００円 

賛助会員   ３，０００円 

 

（２） 年会費：  正会員  １２，０００円 

一般会員  ３，０００円 

賛助会員 １２，０００円 ～ 

２． 年会費は、毎年４月１日より３月 31 日までの事業年度 1 ヵ年の会費をいう。 

３． 会員は、毎年、翌年度の年会費を当年３月末日までに納入するものとする。 

４． 年度の中途に新たに入会した会員は、入会した月を含む３月末までの残余月数の１

年間１２ヶ月に対する月単位の割合を年会費に乗じた金額をもって当該年度の会費の額と

し、入会時に納入する。この場合、金額に端数が生じたときは、１０円未満を切り捨てる。 

 

入会月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

正会員 12,000 円 11,000 円 10,000 円 9,000 円 8,000 円 7,000 円 

一般会員 3,000 円 2,750 円 2,500 円 2,250 円 2,000 円 1,750 円 

 

入会月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

正会員 6,000 円 5,000 円 4,000 円 3,000 円 2,000 円 1,000 円 

一般会員 1,500 円 1,250 円 1,000 円 750 円 500 円 250 円 

※ 賛助会員の入会年の年会費額は、別途定める。 

 

５．  退会した会員の会費は、年度期中であってもこれを返還しない。 

６．  年度の途中で一般会員から正会員に会員種別を変更した場合は、その年度の年会費

の差額を支払う。変更時に、入会金の差額も支払う。 

７．  年度の途中で正会員から一般会員に会員種別を変更した場合は、その年度の年会費

の差額を返還しない。 
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第９条 （規則の変更・改廃） 

この規則は、定款第５５条の規定により変更・改廃することができるものとする。 

 

 

改定履歴・実施履歴 

版番号 改定日 実施日 改訂内容 

V1.0 2019.8.14 2019.8.14 創設時策定版 (初版) 

V2.0 2020.4.26 2020.6.1 総会における承認版 

 


